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事業概要                                     

病害虫や自然災害のほか市場価格の下落など、農業には様々な経営リスクがあります

が、農業所得及び農業経営の安定を図るため、農業者の収入保険加入に係る保険料の一

部に対して補助金を交付します。 
 

申請期限                                     

保険料確定に伴う精算（追徴、還付）の日から３０日以内 
 

対象者となる要件                                 

・鹿角市内に住所を有し、収入保険に加入される農業経営体。 
 

補助金の額                                    

保険料の１／２に相当する額（上限：５０，０００円） 

 注１：令和４年産分の保険料支払額より対象となります。 

注２：国が定める「農業経営収入保険事業実施要領」に規定する、積立金と事務経費 

を除く保険料により算定します。 
 

補助金交付回数                                  

１申請者につき３回まで（１年度につき１回限り） 

※令和４年産分が１回目の場合、２回目（令和５年産分）は保険料の１／３、３回目

（令和６年産分）は１／４に相当する額となります。 

※毎年度申請が必要です。 
 

提出書類                                     

①収入保険に加入したことがわかる書類の写し 

②保険料の支払いがわかる書類の写し※ 

※市が秋田県農業共済組合より申請に係る確認書類の提供を受けることについて、 

同意される方は提出不要です。 
 

提出先                                      

 鹿角市役所２階 農業振興課窓口 

 ※印鑑と振込先口座の通帳の写しをご持参ください。 
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鹿角市農業収入保険加入促進補助金 

のお知らせ 
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